
(57)【要約】

【課題】　データを領域に対応させて保持することがで

き、複数の細分化レベルのそれぞれの領域に対応させて

データを保持することができる、デジタル地図データベ

ースシステムを提供する。

【解決手段】　このデジタル地図データベースシステム

においては、デジタル地図データ２６は、複数のポリゴ

ンについて、住所コードに関連付けられた各ポリゴンの

形状および位置のデータを含んでいる。また、属性デー

タ３０は、デジタル地図を構成する各ポリゴンに対して

住所コードによって関連付けられたさまざまなデータを

含んでいる。これらの各ポリゴンは、複数のポリゴンに

さらに細分化され、そのデータは対応する住所コードに

関連付けられてデジタル地図データ２６に含まれてい

る。細分化された各ポリゴンにも、そのポリゴンに関連

付けられた住所コードを介して属性データ３０が関連付

けられている。
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【特許請求の範囲】

【請求項１】　それぞれ住所に関連付けられた領域を規

定するための複数のポリゴンの形状および位置について

のデータを含むデジタル地図データと、

前記住所を介して前記各ポリゴンに関連付けられたデー

タである属性データと、

を有するデジタル地図データベースを備えるデジタル地

図データベースシステム。

【請求項２】　請求項１において、

前記各ポリゴンは、ぞれぞれ住所に関連付けられた、複

数のポリゴンにさらに細分化され、

前記デジタル地図データは、さらに細分化された前記複

数のポリゴンの形状および位置についてのデータを含

み、

細分化された前記各ポリゴンには、そのポリゴンに関連

付けられた前記住所を介して属性データが関連付けられ

ている、

ことを特徴とするデジタル地図データベースシステム。

【請求項３】　請求項２において、

前記ポリゴンの細分化は、複数回繰り返されていること

を特徴とするデジタル地図データベースシステム。

【請求項４】　請求項２または請求項３において、

前記住所として住所コードが用いられ、

細分化された前記ポリゴンに関連付けられた前記住所コ

ードは、この細分化された前記ポリゴンを包含するポリ

ゴンの住所コードに文字を追加して構成されていること

を特徴とするデジタル地図データベースシステム。

【請求項５】　請求項２ないし請求項４のいずれかにお

いて、

前記ポリゴンの細分化の段階ごとに異なるレイヤとし

て、前記デジタル地図データおよび前記属性データが取

り扱われることを特徴とするデジタル地図データベース

システム。

【請求項６】　請求項１ないし請求項５のいずれかにお

いて、

前記住所は、地球上の各領域に対応する住所であること

を特徴とするデジタル地図データベースシステム。

【請求項７】　請求項１ないし請求項６のいずれかにお

いて、

前記属性データは、緯度経度、都道府県名、市区町村

名、町丁目名、地番、および家屋番号の少なくともいず

れか一つを含むことを特徴とするデジタル地図データベ

ースシステム。

【請求項８】　請求項１ないし請求項７のいずれかにお

いて、

前記デジタル地図データベースは、ネットを介してアク

セス可能に形成されていることを特徴とするデジタル地

図データベースシステム。

【請求項９】　それぞれ住所に関連付けられた複数のポ

リゴンの形状および位置についてのデータを含むデジタ

ル地図データと、

前記住所を介して前記各ポリゴンに関連付けられたデー

タである属性データと、

を有するデジタル地図データベースが記録されたコンピ

ュータ読み取り可能な記録媒体。

【請求項１０】　請求項９において、

前記各ポリゴンは、ぞれぞれ住所に関連付けられた、複

数のポリゴンにさらに細分化され、

前記デジタル地図データは、さらに細分化された前記複

数のポリゴンの形状および位置についてのデータを含

み、

細分化された前記各ポリゴンには、そのポリゴンに関連

付けられた前記住所を介して属性データが関連付けられ

ている、

ことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒

体。

【請求項１１】　請求項１０において、

前記ポリゴンの細分化は、複数回繰り返されていること

を特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【請求項１２】　請求項１０または請求項１１におい

て、

前記住所として住所コードが用いられ、

細分化された前記ポリゴンに関連付けられた住所コード

は、この細分化された前記ポリゴンを包含するポリゴン

の住所コードに文字を追加して構成されていることを特

徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【請求項１３】　請求項１０ないし請求項１２のいずれ

かにおいて、

前記ポリゴンの細分化の段階ごとに異なるレイヤとし

て、前記デジタル地図データおよび前記属性データが取

り扱われることを特徴とするコンピュータ読み取り可能

な記録媒体。

【請求項１４】　請求項９ないし請求項１３のいずれか

において、

前記住所は、地球上の各領域に対応する住所であること

を特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【請求項１５】　請求項９ないし請求項１４のいずれか

において、

前記属性データは、緯度経度、都道府県名、市区町村

名、町丁目名、地番、および家屋番号の少なくともいず

れか一つを含むことを特徴とするコンピュータ読み取り

可能な記録媒体。

【請求項１６】　請求項９ないし請求項１５のいずれか

において、

前記属性データの一部または前記住所に基づいて、前記

デジタル地図データおよび前記属性データの少なくとも

一方の他の部分を読み出すための手段をコンピュータに

実現させるためのプログラムをさらに記録していること

を特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【発明の詳細な説明】
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【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、デジタル地図デー

タベースシステムおよびデジタル地図データベースを記

録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体に関する。

【０００２】

【背景技術および発明が解決しようとする課題】近年、

パーソナルコンピュータ技術の普及と、その高性能化す

なわち処理能力や記憶容量の驚異的な増大に伴い、カー

ナビゲーションを始めとするデジタル地図データベース

システムの利用が一般化してきている。

【０００３】そのようなデジタル地図データベースシス

テムにおいては、ラスターデータからなるデジタル地図

すなわち複数の点の集まりとして表現する地図が用いら

れており、それらの点にデータが対応付けられたデータ

ベースとなっている。したがって、データを領域に対応

させることはできず、例えばエリアマーケティングなど

への利用は困難であった。

【０００４】また、上述したことから当然ではあるが、

従来のデジタル地図データベースシステムにおけるデジ

タル地図は、様々な細分化レベル、例えば市町村、街

区、敷地のそれぞれの細分化レベルに対応した領域をデ

ータとして保持していなかった。したがって、複数の細

分化レベルのそれぞれの領域に対応させてデータを保持

することもできなかった。

【０００５】本発明は、上記のような点に鑑みてなされ

たものであって、その目的は、下記の少なくとも一つの

課題を解決することのできる、デジタル地図データベー

スシステムおよびデジタル地図データベースを記録した

コンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供することに

ある。

１）　データを領域に対応させて保持することができ

る。

２）　複数の細分化レベルのそれぞれの領域に対応させ

てデータを保持することができる。

【０００６】

【課題を解決するための手段】（１）　本発明に係るデ

ジタル地図データベースシステムは、それぞれ固有の住

所に関連付けられた領域を規定するための複数のポリゴ

ンの形状および位置についてのデータを含むデジタル地

図データと、前記各ポリゴンに関連付けられた前記住所

を介して、各ポリゴンに関連付けられたデータである属

性データと、を有することを特徴とする。

【０００７】本発明に係るデジタル地図データベースシ

ステムは、ポリゴンに基づくデジタル地図データと、属

性データとを有するデジタル地図データベースを備えて

構成されている。デジタル地図データは、それぞれ固有

の住所に関連付けられた複数のポリゴンについて、各ポ

リゴンの形状および位置のデータを含んでいる。また、

属性データは、デジタル地図を構成する各ポリゴンに対

して住所によって関連付けられたデータを含んでいる。

この構成によって、ポリゴンからなるデジタル地図デー

タと、そのデジタル地図を構成する各ポリゴンに関連す

る属性データとを一体化したデジタル地図データベース

システムが得られる。なお、住所が属性データの一部と

して構成されていてもよい。また、本発明において、住

所は、各ポリゴンおよび各属性データに関連付けられて

適切な対応関係が保たれている、いかなる文字や記号の

組み合わせから構成された体系であってもよい。例え

ば、＂東京都新宿区新宿三丁目＂などといった一般的な

住所表記を用いた体系であってもよいし、＂１３１０４

０４５００３＂などといった住所コードを用いた体系で

あってもよい。

【０００８】（２）　本発明に係るデジタル地図データ

ベースシステムは、前記各ポリゴンが、ぞれぞれ固有の

住所に関連付けられた、複数のポリゴンにさらに細分化

され、前記デジタル地図データが、さらに細分化された

前記複数のポリゴンの形状および位置についてのデータ

を含み、細分化された前記各ポリゴンには、そのポリゴ

ンに関連付けられた前記住所を介して属性データが関連

付けられている、ことを特徴とする。

【０００９】本発明によれば、複数のポリゴンとそれら

の各々を細分化したポリゴンとからなるデジタル地図デ

ータと、そのデジタル地図を構成する各ポリゴンに関連

する属性データとを一体化したデジタル地図データベー

スシステムが得られる。

【００１０】（３）　本発明に係るデジタル地図データ

ベースシステムは、前記ポリゴンの細分化が、複数回繰

り返されていることを特徴とする。

【００１１】本発明によれば、複数のポリゴンとそれら

の各々の複数段階にわたる細分化の各段階得られるポリ

ゴンとからなるデジタル地図データと、そのデジタル地

図を構成する各ポリゴンに関連する属性データとを一体

化したデジタル地図データベースシステムが得られる。

【００１２】（４）　本発明に係るデジタル地図データ

ベースシステムは、前記住所として住所コードが用いら

れ、細分化された前記ポリゴンに関連付けられた前記住

所コードが、この細分化された前記ポリゴンを包含する

ポリゴンの住所コードに文字を追加して構成されている

ことを特徴とする。

【００１３】本発明によれば、住所コードが細分化の段

階によって所定の桁数となり、細分化により追加された

桁を削除することによって、細分化されたポリゴンを包

含するポリゴンの住所コードを直接的に得ることができ

る。したがって、細分化されたポリゴンの住所コードか

ら細分化により追加された桁を削除することによって得

られる住所コードを介して、細分化されたポリゴンを包

含するポリゴンに関連する属性データを容易に取り出す

ことができる。

【００１４】（５）　本発明に係るデジタル地図データ

ベースシステムは、前記ポリゴンの細分化の段階ごとに
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異なるレイヤとして、前記デジタル地図データおよび前

記属性データが取り扱われることを特徴とする。

【００１５】本発明によれば、細分化の段階ごとに異な

るレイヤとしてデジタル地図データと属性データとが取

り扱われるため、細分化の各段階ごとに容易にアクセス

することができる。

【００１６】（６）　本発明に係るデジタル地図データ

ベースシステムは、前記住所が、地球上の各領域に対応

する住所であることを特徴とする。

【００１７】本発明によれば、地球上の全ての領域を識

別してカバーするデジタル地図データベースシステムを

形成することができる。

【００１８】（７）　本発明に係るデジタル地図データ

ベースシステムは、前記属性データは、緯度経度、都道

府県名、市区町村名、町丁目名、地番、および家屋番号

の少なくともいずれか一つを含むことを特徴とする。

【００１９】本発明によれば、任意のポリゴンを指定す

ると、そのポリゴンに対応する領域の緯度経度、都道府

県名、市区町村名、町丁目名、地番、および家屋番号の

少なくともいずれか一つを取り出すことが可能となる。

【００２０】（８）　本発明に係るデジタル地図データ

ベースシステムは、前記デジタル地図データベースは、

ネットを介してアクセス可能に形成されていることを特

徴とする。

【００２１】本発明によれば、前述したいずれかのデジ

タル地図データベースにインターネットを介してアクセ

スすることができる。

【００２２】（９）　本発明に係るコンピュータ読み取

り可能な記録媒体は、前述したいずれかのデジタル地図

データベースシステムに用いられたデジタル地図データ

ベースが記録されていることを特徴としている。

【００２３】このコンピュータ読み取り可能な記録媒体

をコンピュータシステムによって読み取り可能に構成す

ることによって、前述したような作用効果を奏するデジ

タル地図データベースシステムを実現することが可能で

ある。

【００２４】また、このコンピュータ読み取り可能な記

録媒体には、前記属性データの一部または前記住所に基

づいて、前記デジタル地図データおよび前記属性データ

の少なくとも一方の他の部分を読み出すための手段をコ

ンピュータに実現させるためのプログラムがさらに記録

されていてもよい。

【００２５】

【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施形態に

ついて、図面を参照しながら、さらに具体的に説明す

る。

【００２６】１．　＜第１実施形態＞

１．１　＜デジタル地図データベースシステム＞

図１は、本実施形態のデジタル地図データベースシステ

ムであるデジタル地図ホストシステム４０と、インター

ネットを介してデジタル地図ホストシステムに接続可能

となっている一般ユーザのシステム６０とを示す模式図

である。

【００２７】この図に示すように、デジタル地図ホスト

システム４０は、デジタル地図データベース１４と、デ

ータベース制御部４２と、入出力制御部４４とを備えて

構成されている。デジタル地図データベース１４は、デ

ジタル地図データ２６と属性データ３０とを含んで構成

されている。そして、デジタル地図データ２６は、デジ

タル地図を構成する領域を規定するための複数のポリゴ

ンの形状および位置についてのデータであり、それぞれ

住所としての住所コードに関連付けられている。属性デ

ータ３０は、それら住所コードを介して各ポリゴンに関

連付けられている。本実施形態においては、属性データ

３０の一部として住所コードが含まれている例を示して

いる。なお、住所コードは、必要に応じ属性データ３０

とは別のデータとして構成してもよい。さらに、デジタ

ル地図データ２６と属性データ３０とは、ポリゴンの細

分化の各段階ごとに異なるレイヤとして、それぞれ格納

されていることが好ましい。

【００２８】デジタル地図データ２６と属性データ３０

とを含むデジタル地図データベースは、デジタル地図ホ

ストシステム４０において、コンピュータ読み取り可能

な記録媒体としての例えばハードディスクに記録されて

いる。なお、このデジタル地図データベースは、コンピ

ュータ読み取り可能な他の記録媒体、例えばＣＤ－ＲＯ

Ｍ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－

ＲＡＭ、光磁気ディスク、磁気ディスク、フラッシュメ

モリ、磁気テープなどに記録して保存したり流通させた

りし、必要なときに読み出して利用することもできる。

【００２９】データベース制御部４２は、デジタル地図

データベース１４からの読み出し、デジタル地図データ

ベース１４かへの書き込み、デジタル地図データベース

１４の検索などの動作を制御する。また、入出力制御部

４４は、デジタル地図ホストシステム４０とインターネ

ットやローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）などのネ

ットを介した他のシステムとの間のデータのやり取りな

どの入出力を制御する。データベース制御部４２および

入出力制御部４４は、デジタル地図ホストシステムに含

まれるコンピュータおよびそのコンピュータで動作する

プログラムを含む構成によって実現されている。なお、

このプログラムも、デジタル地図データベースが記録さ

れた前述したコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記

録されていてもよい。

【００３０】デジタル地図ホストシステム４０は、例え

ばマイクロソフト社のWindows NT Server 4.0をオペレ

ーションシステムとしたサーバを用いて構成することが

できる。なお、デジタル地図ホストシステム４０は、他

のオペレーションシステム、例えばＵＮＩＸ（登録商

標）、Ｌｉｎｕｘ、ＢｅＯＳ、ＦｒｅｅＢＳＤなど、デ
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ータベースおよびインターネット接続の制御に適切な他

のオペレーションシステムを用いて構成することもでき

る。また、デジタル地図ホストシステム４０におけるデ

ジタル地図データベースは、関係型データベース言語ま

たはオブジェクト型データベース言語、例えばマイクロ

ソフトＳＱＬサーバ、オラクル、またはサイベースなど

を用いて構築される。

【００３１】一般ユーザ６０は、インターネット５５や

ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）などのネットを

介してデジタル地図ホストシステム４０にアクセスし、

属性データ３０例えば、緯度経度、住所、住所コード１

８、施設名などによって直接、目的位置の地図を表示し

たり、その地図に必要な属性データ３０を重ね合わせて

表示したりすることができる。さらに、複数の細分化レ

ベルのデジタル地図データ２６を重ね合わせて地図を表

示することもできる。また、一般ユーザ６０は、フリー

キーワードによって属性データ３０を検索することによ

って絞り込み、対応する地図を表示することもできる。

さらには、何種類かの属性データ３０に対して条件を設

定することによって絞り込み、目的とする地図や属性デ

ータ３０を表示することもできる。

【００３２】また、一般ユーザ６０が、予め一般ユーザ

のアクセスを可能に設定されたカテゴリーの属性データ

３０を登録することも可能となっている。例えば、デジ

タル地図上の対応する位置に表示可能な店舗の登録など

を受け付けることができる。これによって、一般ユーザ

からの地域密着性のある情報をデジタル地図データベー

スに反映させることが可能である。

【００３３】なお、一般ユーザに対して、アクセスした

デジタル地図データ２６や属性データ３０の量や、登録

した属性データの種類や量などに基づいて課金すること

もできる。そのためのアクセスログまたは課金情報は、

デジタル地図ホストシステム４０に記憶されるように構

成されている。

【００３４】１．２　＜デジタル地図データベース＞

ここで、前述したデジタル地図データベースシステムに

おけるデジタル地図データベースについて説明する。

【００３５】図２は、本実施形態に係るデジタル地図デ

ータベースを用いたデジタル地図の一例であり、新宿区

および渋谷区の一部を示している。このデジタル地図に

おいては、町丁目を単位とする細分化レベルにおいて、

各町丁目の領域を示すポリゴン２２と、それぞれのポリ

ゴン２２に対応付けられた住所コード１８（住所）とし

ての所定桁数（所定文字数）の数字（文字）とを示して

いる。例えば、新宿三丁目という町丁目の住所コードで

ある＂１３１０４０４５００３＂を、対応するポリゴン

２２に付して示している。住所コード１８は、日本国内

における各領域に対応する各ポリゴン２２にほぼ一対一

に対応している。例えば、新宿三丁目に対応する住所コ

ード１８である＂１３１０４０４５００３＂は、日本国

内において新宿三丁目のみに対応する。しかしながら、

同一の住所が２つの領域に付されていることもあるた

め、一つの住所コードが２つ以上のポリゴンに対応する

こともある。なお、図２および他の同様な図において

は、ポリゴンとともにそのポリゴンに対応付けられた住

所コードを表示した状態として示しているが、デジタル

地図の表示においては必ずしも住所コードを表示しなく

ともよい。また、このコードの先頭に例えば所定文字数

の国コードを加えたものを住所コード１８として用いる

ことによって、住所コード１８を地球上の各領域に対応

する各ポリゴン２２にほぼ一対一に対応させることも可

能である。

【００３６】このように、本実施形態のデジタル地図

は、多数のポリゴン２２によって表現される。多数のポ

リゴン２２のそれぞれは、その形状および位置について

のデータを含むデジタル地図データ２６によって定義さ

れており、住所コード１８に関連付けられている。図３

は、デジタル地図データ２６の一例を示す表である。デ

ジタル地図データ２６は、各ポリゴン２２に対応させ

て、住所コードに関連付けたポリゴン２２の形状および

位置についてのデータを含み、例えば、住所コード１

８、座標系、各端点の座標などのデータから構成され

る。座標系のフィールドでは、例えば、国土地理院の日

本平面直角座標系に規定されている９つの領域のいずれ

であるかを特定する。

【００３７】また、各ポリゴン２２には、住所コード１

８を介して、属性データ３０が関連付けられている。図

４は、属性データ３０の一例を示す表であり、各ポリゴ

ン２２に対応して、住所コード、郵便番号、大字・通称

名、字名・丁目についての属性データ３０が用意されて

いる例を示している。属性データ３０としては、この表

に示したもの以外であっても、例えば、緯度経度、標

高、面積、戸数、人口など様々な種類のデータを備える

こともできる。

【００３８】なお、この例においては、住所コードが属

性データの一つとして含まれる例を示したが、住所コー

ドと属性データとが関連付けられていれば、住所コード

は属性データ３０とは別のデータとして構成してもよ

い。例えば、図４および図３に示したオブジェクト番号

に替えて住所コードを用いてもよい。この場合における

住所コードは、デジタル地図データにおいて矛盾を生じ

させないために、各ポリゴンに１対１に対応する住所コ

ードである必要がある。

【００３９】このように、本実施形態のデジタル地図デ

ータベースは、住所コードに関連付けられたポリゴン２

２に基づくデジタル地図データ２６と、各住所コード１

８に関連付けられた属性データ３０とを含むデータベー

スである。このデジタル地図データベースを利用して、

デジタル地図データ２６と任意の種類の属性データ３０

とを組み合わせて用いることによって、例えば、各ポリ
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ゴン２２を標高によって色分けした地図や、各ポリゴン

２２に住所を書き込んだ地図などを、画面上に表示した

りプリントアウトしたりするなど、さまざまな表現が可

能となる。また、住所、緯度経度などの属性データ３０

を用いた検索によって、対応する区域の地図の表示やプ

リントアウトを行うこともできる。

【００４０】図５は、本実施形態のデジタル地図データ

ベースを用いて、新宿三丁目という町丁目において、街

区（地番）のレベルまで細分化した地図を表示した例を

示している。この細分化レベルにおいても各領域はポリ

ゴン２２として扱われており、各ポリゴン２２には住所

コード１８が関連付けられている。図５においては、各

ポリゴン２２とともに、そのポリゴン２２に関連付けら

れた住所コード１８を示している。なお、街区レベルに

おける各ポリゴン２２の住所コード１８は、その街区が

ある町丁目のポリゴン２２に関連付けられた住所コード

１８に、下位桁として所定の桁数例えば２桁加えた桁数

となっている。この細分化レベルにおいても、多数のポ

リゴン２２のそれぞれは、その形状および位置を特定す

るためのデータ、例えば、座標系、各端点の座標や、住

所コードを含むデジタル地図データ２６によって定義さ

れている。前述したように、同一の住所が２つの領域に

付されていることもあるため、一つの住所コードが２つ

以上のポリゴンに対応することもある。例えば、図５に

示すように、新宿三丁目２８という街区は２つの領域を

持っているため、新宿三丁目２８の住所コードである

＂１３１０４０４５００３２８＂は２つのポリゴンに付

されている。

【００４１】また、各ポリゴン２２には、住所コード１

８を介して、属性データ３０が関連付けられている。図

６は、この細分化レベルにおける属性データ３０の一例

を示す表であり、各ポリゴン２２に対して、住所コー

ド、番地、登録年月日、変更年月日などについての属性

データ３０が用意されている例を示している。

【００４２】このように、本実施形態のデジタル地図デ

ータベースにおいては、複数のポリゴン２２の各々がさ

らに細分化されたポリゴン２２からなるデジタル地図デ

ータ２６を備え、それら細分化された各ポリゴン２２も

住所コードを介して対応する属性データ３０に関連付け

られている。

【００４３】図７は、本実施形態のデジタル地図データ

ベースを用いて、新宿三丁目２８およびその付近の街区

において、家屋（家屋番号）のレベルまで細分化した地

図を表示した例を示している。この細分化レベルにおい

ても細分化された各領域はポリゴン２２として扱われて

おり、各ポリゴン２２には住所コード１８が関連付けら

れている。図６においては、それぞれの家屋に対応する

各ポリゴン２２とともに、そのポリゴン２２に関連付け

られた住所コード１８を示している。なお、家屋レベル

における各ポリゴン２２に関連付けられた住所コード１

８は、その家屋がある街区に関連付けられたポリゴン２

２の住所コード１８に、ハイフンを挟んで１桁または２

桁を加えた桁数となっている。

【００４４】この細分化レベルにおいても、多数のポリ

ゴン２２のそれぞれは、その形状および位置についての

データおよび住所コード１８のデータを含むデジタル地

図データ２６によって定義されている。また、各ポリゴ

ン２２には、住所コード１８を介して、属性データ３０

が関連付けられている。

【００４５】このように本実施形態のデジタル地図デー

タベースは、複数のポリゴン２２とそれらの各々の複数

段階にわたる細分化の各段階で得られるポリゴン２２か

らなるデジタル地図データ２６と、そのデジタル地図を

構成する各ポリゴン２２に関連付けられた住所コード１

８に対応する属性データ３０とを一体化したデータベー

スとなっている。そして、複数段階にわたる細分化の各

段階で得られるポリゴン２２からなるデジタル地図デー

タ２６と、そのデジタル地図を構成する各ポリゴン２２

に住所コード１８を介して関連付けられた属性データ３

０とは、細分化の各段階ごとに異なるレイヤとして取り

扱われることが好ましい。これによって、細分化の各段

階ごとに容易にアクセスすることが可能となる。

【００４６】また、本実施形態のデジタル地図データベ

ースにおいては、住所コード１８が細分化の段階によっ

て増加する。したがって、細分化により追加された桁を

削除することによって、細分化されたポリゴン２２を包

含するポリゴン２２に関連付けられた住所コード１８を

直接的に得ることができる。したがって、細分化された

ポリゴン２２の住所コード１８から細分化により追加さ

れた桁を削除することによって得られる住所コード１８

を介して、細分化されたポリゴン２２を包含するポリゴ

ン２２に関連する属性データ３０を容易に取り出すこと

ができる。

【００４７】２．　＜変形例＞

２．１　前記においては、各ポリゴンおよび各属性デー

タに関連付けられる住所として住所コードを用いる例を

示した。しかしながら、そのような住所として一般的な

住所表記を用いることもできる。例えば、新宿三丁目と

いう町丁目の住所コードである＂１３１０４０４５００

３＂をそのような住所として用いる代わりに、＂東京都

新宿区新宿三丁目＂をそのような住所として用いること

もできる。また、そのような住所は、各ポリゴンおよび

各属性データに関連付けられて適切な対応関係が保たれ

ているのであれば、いかなる文字や記号の組み合わせか

ら構成されていてもよい。

【００４８】２．２　前記においては、デジタル地図デ

ータ２６に含まれる、各ポリゴン２２の形状および位置

についての情報として、座標系およびポリゴン端点座標

を用いる例を示した。しかしながら、各ポリゴン２２の

形状および位置についての情報として、座標系、ポリゴ
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ン２２の基準点の座標、およびその基準点に対するポリ

ゴンの各端点の相対座標を用いるようにしてもよい。

【００４９】２．３　前記においては、細分化されたポ

リゴン２２の住所コード１８が、細分化されたポリゴン

２２を包含するポリゴン２２の住所コード１８に所定桁

を追加して形成された例を示した。しかしながら、各細

分化レベルの住所コード１８は、ポリゴン２２の細分化

レベルが増すごとに、デリミタ例えばバックスラッシュ

またはドットに続く任意の桁数のコードを追加すること

によって構成してもよい。

【００５０】２．４　前記においては、ポリゴン２２の

細分化レベルとして、町丁目、街区（地番）、そして家

屋（家屋番号）の、３つのレベルの例を示した。しかし

ながら、これらの細分化レベルの他に、例えば、国、都

道府県、市区町村などの町丁目を包含する各レベルを備

えたデジタル地図データベースとすることもできる。

【００５１】２．５　本発明は前述した各実施形態に限

定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内、また

は、特許請求の範囲の均等範囲内で、各種の変形実施が

可能である。

【図面の簡単な説明】

【図１】第１実施形態に係るデジタル地図データベース

システムとインターネットを介して接続された一般ユー

ザとを示す模式図である。

【図２】第１実施形態に係るデジタル地図データベース

を用いたデジタル地図の一例であり、町丁目の細分化レ

ベルにおけるポリゴンを示している。

【図３】図２に対応するデジタル地図データベースにお

けるデジタル地図データの一例を示す表である。

【図４】図２に対応するデジタル地図データベースにお

ける属性データの一例を示す表である。

【図５】本実施形態のデジタル地図データベースを用い

て、図２に示した地域の一部を街区のレベルまで細分化

した地図を表示した例である。

【図６】図５に示した細分化レベルにおける属性データ

の一例を示す表である。

【図７】本実施形態のデジタル地図データベースを用い

て、図５に示した地域の一部を家屋のレベルまで細分化

した地図を表示した例である。

【符号の説明】

１４　デジタル地図データベース

１８　住所コード

２２　ポリゴン

２６　デジタル地図データ

３０　属性データ

４０　デジタル地図ホストシステム

４２　データベース制御部

５５　インターネット

【図１】

10

20

＊

＊



(8) 特開２００２－１８９７２６

【図２】

【図３】



(9) 特開２００２－１８９７２６

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】
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